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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１絶縁膜の一方の面に第２絶縁膜が積層され、前記第１絶縁膜の他方の面が外部に露
出する絶縁層と、
　前記第１絶縁膜に埋め込まれ、所定面が前記第１絶縁膜の他方の面から露出する第１配
線層と、を有し、
　前記絶縁層は、前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜を貫通し、前記第１配線層の前記所
定面の反対面を露出する開口部を備え、
　前記開口部の前記第１絶縁膜に形成された部分に、前記開口部の内壁を前記第１絶縁膜
側に後退させる凹部が形成され、
　前記開口部の前記第２絶縁膜に形成された部分は、前記凹部と連通する部分で径が最小
となる逆円錐台形状であり、
　前記第１絶縁膜は前記第２絶縁膜よりもエッチングされやすく、
　前記第１絶縁膜は、前記第１配線層の側面と、前記所定面の反対面を被覆し、
　前記第１絶縁膜は樹脂のみから構成され、
　前記第２絶縁膜は補強部材に樹脂を含浸させた構成とされている配線基板。
【請求項２】
　前記開口部に露出する前記所定面の反対面は、外部接続用パッドである請求項１記載の
配線基板。
【請求項３】
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　前記第１絶縁膜の他方の面に厚さ方向に窪む第２凹部が形成され、前記第１配線層の前
記所定面が前記第２凹部内において前記第１絶縁膜の他方の面よりも窪んだ位置に露出し
ている請求項１又は２記載の配線基板。
【請求項４】
　前記第２絶縁膜の前記第１絶縁膜と接する面の反対面に、粘着層を介して支持体が設け
られている請求項１乃至３の何れか一項記載の配線基板。
【請求項５】
　前記第２絶縁膜の前記第１絶縁膜の一方の面と接する面の反対面に形成された配線パタ
ーン、及び前記開口部内に形成され、前記配線パターンと前記第１配線層とを接続するビ
ア配線、を含む第２配線層を有する請求項１記載の配線基板。
【請求項６】
　前記第２配線層の配線パターンを被覆するように、前記第２絶縁膜に積層された他の絶
縁層と、
　前記他の絶縁層に積層され、前記第２配線層の配線パターンと接続される第３配線層と
、を有する請求項５記載の配線基板。
【請求項７】
　前記第１絶縁膜の他方の面に、前記第１配線層の複数のパッドの所定面を一括で露出す
る開口部を備えたソルダーレジスト層が積層されている請求項１乃至６の何れか一項記載
の配線基板。
【請求項８】
　前記第１絶縁膜の他方の面は、半導体チップを搭載するチップ搭載面である請求項１乃
至７の何れか一項記載の配線基板。
【請求項９】
　前記第１絶縁膜の他方の面上に、他の絶縁層と配線層が積層されている請求項１乃至６
の何れか一項記載の配線基板。
【請求項１０】
　支持体の上面に第１配線層を形成する工程と、
　前記支持体の上面に、前記第１配線層の上面及び側面を被覆するように、樹脂のみから
構成された半硬化状態の第１絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁膜の一方の面上に、補強部材に樹脂を含浸させた構成とされた半硬化状態
の第２絶縁膜を積層する工程と、
　前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜を硬化させ、前記第１絶縁膜上に前記第２絶縁膜が
積層された絶縁層を作製する工程と、
　前記絶縁層の前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜を貫通し、前記第１配線層の上面を露
出する開口部を形成する工程と、
　前記開口部の前記第１絶縁膜に形成された部分に、デスミア処理の条件を調整すること
で、前記開口部の内壁を前記第１絶縁膜側に後退させる凹部を形成する工程と、を有し、
　前記開口部の前記第２絶縁膜に形成された部分は、前記凹部と連通する部分で径が最小
となる逆円錐台形状となり、
　前記第１絶縁膜は前記第２絶縁膜よりもエッチングされやすい配線基板の製造方法。
【請求項１１】
　支持体の上面に第１配線層を形成する工程と、
　樹脂のみから構成された半硬化状態の第１絶縁膜、及び前記第１絶縁膜の一方の面上に
積層された、補強部材に樹脂を含浸させた構成とされた半硬化状態の第２絶縁膜、を有す
る絶縁層を準備する工程と、
　前記第１絶縁膜を前記支持体側に向けて、前記支持体の上面に前記第１配線層の上面及
び側面を被覆するように前記絶縁層を貼り付け、前記絶縁層を硬化させる工程と、
　前記絶縁層の前記第１絶縁膜及び前記第２絶縁膜を貫通し、前記第１配線層の上面を露
出する開口部を形成する工程と、
　前記開口部の前記第１絶縁膜に形成された部分に、デスミア処理の条件を調整すること
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で、前記開口部の内壁を前記第１絶縁膜側に後退させる凹部を形成する工程と、を有し、
　前記開口部の前記第２絶縁膜に形成された部分は、前記凹部と連通する部分で径が最小
となる逆円錐台形状となり、
　前記第１絶縁膜は前記第２絶縁膜よりもエッチングされやすい配線基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記第２絶縁膜上に形成された配線パターン、及び前記開口部内に形成され、前記配線
パターンと前記第１配線層とを接続するビア配線、を含む第２配線層を形成する工程を有
する請求項１０又は１１記載の配線基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記支持体を除去する工程を有する請求項１０乃至１２の何れか一項記載の配線基板の
製造方法。
【請求項１４】
　前記第１絶縁膜の他方の面上に、他の絶縁層と配線層を積層する工程を有する請求項１
３記載の配線基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、配線層と絶縁層とが交互に積層され、配線層同士が絶縁層を貫通するビアホール
を介して接続された所謂ビルドアップ配線基板が知られている。このような配線基板にお
いて、絶縁層が補強部材を有していない場合には、配線基板としての強度が弱くなるおそ
れがある。そのため、最外の絶縁層として、補強部材に絶縁性樹脂を含浸させた所謂プリ
プレグを用い、配線基板としての強度を確保している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４１０８６４３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、絶縁層としてプリプレグを用いると、最外の絶縁層を薄くした場合に、
ガラスクロス等の補強部材が最外の絶縁層に埋め込まれた配線層と接触し、絶縁信頼性を
低下させる問題があった。
【０００５】
　又、プリプレグは溶融粘度が高く樹脂の埋め込み性が十分ではないため、最外の絶縁層
に埋め込まれた配線層が微細な場合には、配線層間に樹脂が十分に埋め込まれずにボイド
等が発生し、絶縁信頼性を低下させる問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、強度を確保すると共に絶縁信頼性を
向上させた配線基板を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本配線基板は、第１絶縁膜の一方の面に第２絶縁膜が積層され、前記第１絶縁膜の他方
の面が外部に露出する絶縁層と、前記第１絶縁膜に埋め込まれ、所定面が前記第１絶縁膜
の他方の面から露出する第１配線層と、を有し、前記絶縁層は、前記第１絶縁膜及び前記
第２絶縁膜を貫通し、前記第１配線層の前記所定面の反対面を露出する開口部を備え、前
記開口部の前記第１絶縁膜に形成された部分に、前記開口部の内壁を前記第１絶縁膜側に
後退させる凹部が形成され、前記開口部の前記第２絶縁膜に形成された部分は、前記凹部
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と連通する部分で径が最小となる逆円錐台形状であり、前記第１絶縁膜は前記第２絶縁膜
よりもエッチングされやすく、前記第１絶縁膜は、前記第１配線層の側面と、前記所定面
の反対面を被覆し、前記第１絶縁膜は樹脂のみから構成され、前記第２絶縁膜は補強部材
に樹脂を含浸させた構成とされていることを要件とする。
【発明の効果】
【０００８】
　開示の技術によれば、強度を確保すると共に絶縁信頼性を向上させた配線基板を提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１の実施の形態に係る配線基板を例示する図（その１）である。
【図２】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図３】第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図４】第１の実施の形態に係る配線基板を例示する図（その２）である。
【図５】第１の実施の形態の変形例１に係る配線基板を例示する断面図である。
【図６】第１の実施の形態の変形例１に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
【図７】第１の実施の形態の変形例２に係る配線基板を例示する断面図（その１）である
。
【図８】第１の実施の形態の変形例２に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）
である。
【図９】第１の実施の形態の変形例２に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）
である。
【図１０】第１の実施の形態の変形例２に係る配線基板を例示する断面図（その２）であ
る。
【図１１】第２の実施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。
【図１２】第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
【図１３】応用例１に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【図１４】応用例２に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【図１５】第３の実施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。
【図１６】第３の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図１７】第３の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図１８】応用例３に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【図１９】第４の実施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。
【図２０】第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図２１】第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図２２】第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その３）である。
【図２３】第４の実施の形態の変形例１に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
【図２４】第４の実施の形態の変形例２に係る配線基板を例示する断面図である。
【図２５】第４の実施の形態の変形例２に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
【図２６】第４の実施の形態の変形例３に係る配線基板を例示する断面図である。
【図２７】第４の実施の形態の変形例３に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
【図２８】応用例４に係る半導体パッケージを例示する断面図である。
【図２９】応用例４に係る半導体パッケージの製造工程を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１１】
　〈第１の実施の形態〉
　［第１の実施の形態に係る配線基板の構造］
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　まず、第１の実施の形態に係る配線基板の構造について説明する。図１は、第１の実施
の形態に係る配線基板を例示する図であり、図１（ａ）は断面図、図１（ｂ）は部分底面
図である。
【００１２】
　図１を参照するに、第１の実施の形態に係る配線基板１は、配線層１０と、絶縁層２０
と、配線層４０と、ソルダーレジスト層５０及び６０とを有するコアレスのビルドアップ
配線基板である。
【００１３】
　なお、本実施の形態では、便宜上、配線基板１のソルダーレジスト層５０側を上側又は
一方の側、ソルダーレジスト層６０側を下側又は他方の側とする。又、各部位のソルダー
レジスト層５０側の面を一方の面又は上面、ソルダーレジスト層６０側の面を他方の面又
は下面とする。但し、配線基板１は天地逆の状態で用いることができ、又は任意の角度で
配置することができる。又、平面視とは対象物をソルダーレジスト層５０の一方の面の法
線方向から視ることを指し、平面形状とは対象物をソルダーレジスト層５０の一方の面の
法線方向から視た形状を指すものとする。
【００１４】
　配線基板１において、第１配線層である配線層１０は、半導体チップとの接続端子とな
る複数のパッド１０ａと、パッド１０ａと接続された配線パターン１０ｂとを含んでいる
。なお、主として、ソルダーレジスト層６０の開口部６０ｘから露出している部分がパッ
ド１０ａであり、ソルダーレジスト層６０に被覆されている部分が配線パターン１０ｂで
ある。しかし、配線パターン１０ｂの一部がソルダーレジスト層６０の開口部６０ｘから
露出してもよい。配線層１０の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができ
る。配線層１０の厚さは、例えば、１～３５μｍ程度とすることができる。
【００１５】
　絶縁層２０は、第１絶縁膜２１と、第１絶縁膜２１の上面（一方の面）に積層された第
２絶縁膜２２とを備えている。第１絶縁膜２１は最外の絶縁層であり、第１絶縁膜２１の
下面（他方の面）の一部は配線基板１の外部に露出している。本実施の形態では、第１絶
縁膜２１の下面が半導体チップを搭載するチップ搭載面である。第１絶縁膜２１は、絶縁
性樹脂のみから構成されている。なお、本願において『絶縁性樹脂のみから構成されてい
る』とは、補強部材を含有していないことを意味し、フィラー等の添加物の含有を妨げる
ものではない。
【００１６】
　第１絶縁膜２１は、配線層１０を被覆している。より詳しくは、第１絶縁膜２１は、配
線層１０の側面及び上面を被覆している。言い換えれば、配線層１０は第１絶縁膜２１に
埋め込まれ、下面が第１絶縁膜２１の下面から露出している。第１絶縁膜２１の下面と配
線層１０の下面とは、例えば、面一とすることができる。
【００１７】
　第１絶縁膜２１に用いる絶縁性樹脂としては、例えば、エポキシ系樹脂、イミド系樹脂
、フェノール系樹脂、シアネート系樹脂等を挙げることができる。第１絶縁膜２１に用い
る絶縁性樹脂は、例えば、熱硬化性樹脂とすることができる。第１絶縁膜２１の厚さは、
例えば、１～１００μｍ程度とすることができる。第１絶縁膜２１は、シリカ（ＳｉＯ２

）等のフィラーを含有しても構わない。
【００１８】
　第２絶縁膜２２は、補強部材３０に絶縁性樹脂を含浸させた構成とされている。なお、
本願において『補強部材に絶縁性樹脂を含浸させた構成とされている』とは、絶縁膜が少
なくとも補強部材及び絶縁性樹脂を有していることを意味し、フィラー等の添加物の含有
を妨げるものではない。
【００１９】
　補強部材３０としては、例えば、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維等の織布や不織
布等を用いることができる。第２絶縁膜２２に用いる絶縁性樹脂としては、例えば、エポ
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キシ系樹脂、イミド系樹脂、フェノール系樹脂、シアネート系樹脂等を挙げることができ
る。第２絶縁膜２２に用いる絶縁性樹脂は、例えば、熱硬化性樹脂とすることができる。
第２絶縁膜２２の厚さは、例えば、１５～２００μｍ程度とすることができる。第２絶縁
膜２２は、シリカ（ＳｉＯ２）等のフィラーを含有しても構わない。
【００２０】
　なお、第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２２に用いる絶縁性樹脂の種類や厚さは独立に決定
することができる。つまり、第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２２には、同一の絶縁性樹脂を
用いてもよいし、異なる絶縁性樹脂を用いてもよい。又、第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２
２とは、同一の厚さであってもよいし、異なる厚さであってもよい。又、第１絶縁膜２１
と第２絶縁膜２２の何れか一方がフィラーを含有してもよいし、双方がフィラーを含有し
てもよい。又、双方がフィラーを含有する場合、フィラーの種類や含有量は同一としても
よいし、異なっていてもよい。なお、第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２２の何れについても
、絶縁性樹脂の種類や厚さ、フィラーの種類や含有量等を調整し、ＣＴＥ（熱膨張係数）
を１５ｐｐｍ／℃以下にすることにより、配線基板１の反りを抑制可能となる。
【００２１】
　第２配線層である配線層４０は、絶縁層２０上に形成されている。配線層４０は、絶縁
層２０（第２絶縁膜２２及び第１絶縁膜２１）を貫通し配線層１０の上面を露出するビア
ホールである開口部２０ｘ内に充填されたビア配線、及び第２絶縁膜２２の上面に形成さ
れた配線パターンを含んで構成されている。開口部２０ｘは、ソルダーレジスト層５０側
に開口されている部分の径が配線層１０の上面によって形成された開口部の底面の径より
も大きい逆円錐台状の凹部となっている。
【００２２】
　配線層４０は、開口部２０ｘの底部に露出した配線層１０と電気的に接続されている。
配線層４０の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。配線層４０を
構成する配線パターンの厚さは、例えば１～３５μｍ程度とすることができる。
【００２３】
　ソルダーレジスト層５０は、第２絶縁膜２２の上面に、配線層４０を被覆するように形
成されている。ソルダーレジスト層５０は開口部５０ｘを有し、開口部５０ｘの底部には
配線層４０の一部が露出している。開口部５０ｘの底部に露出する配線層４０は、他の配
線基板や半導体パッケージ、半導体チップ等と電気的に接続されるパッドとして機能する
。ソルダーレジスト層５０の材料としては、例えば、感光性のエポキシ系絶縁性樹脂やア
クリル系絶縁性樹脂等を用いることができる。ソルダーレジスト層５０の厚さは、例えば
５～４０μｍ程度とすることができる。
【００２４】
　必要に応じ、開口部５０ｘから露出する配線層４０の上面に金属層を形成してもよい。
金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金
属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）等
を挙げることができる。又、金属層の形成に代えて、ＯＳＰ（Organic Solderability Pr
eservative）処理等の酸化防止処理を施してもよい。なお、ＯＳＰ処理により形成される
表面処理層は、アゾール化合物やイミダゾール化合物等からなる有機被膜である。
【００２５】
　ソルダーレジスト層６０は、第１絶縁膜２１の下面に、配線層１０を被覆するように形
成されている。ソルダーレジスト層６０は開口部６０ｘを有し、開口部６０ｘの底部には
配線層１０のパッド１０ａが主に露出している。ソルダーレジスト層６０の材料としては
、例えば、感光性のエポキシ系絶縁性樹脂やアクリル系絶縁性樹脂等を用いることができ
る。ソルダーレジスト層６０の厚さは、例えば５～４０μｍ程度とすることができる。必
要に応じ、開口部６０ｘから露出する配線層１０の下面に前述の金属層を形成したり、酸
化防止処理を施したりしてもよい。
【００２６】
　なお、配線層１０のパッド１０ａは、数μｍ～１０数μｍ程度の間隔で隣接するため、
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ソルダーレジスト層６０に、各パッド１０ａの下面を個別に露出する複数の開口部を設け
ることは困難である。そこで、本実施の形態では、ソルダーレジスト層６０に、配線層１
０の全パッド１０ａの下面を一括で露出する１つの開口部６０ｘを設けている。もちろん
、パッド１０ａが狭ピッチでなければ、ソルダーレジスト層６０に、各パッド１０ａの下
面を個別に露出する複数の開口部を設けてもよい。
【００２７】
　［第１の実施の形態に係る配線基板の製造方法］
　次に、第１の実施の形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図２及び図３は
、第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。本実施の形態では、
支持体上に複数の配線基板となる部分を作製し支持体を除去後個片化して各配線基板とす
る工程の例を示すが、支持体上に１個ずつ配線基板を作製し支持体を除去する工程として
もよい。
【００２８】
　まず、図２（ａ）に示す工程では、上面が平坦面である支持体３００を準備し、支持体
３００の上面に配線層１０を形成する。支持体３００としては、金属板や金属箔等を用い
ることができるが、本実施の形態では、支持体３００として銅箔を用いる例を示す。支持
体３００の厚さは、例えば１８～１００μｍ程度とすることができる。
【００２９】
　配線層１０を形成するには、まず、支持体３００の上面に、配線層１０を形成する部分
に開口部を備えたレジスト層（例えば、ドライフィルムレジスト等）を形成する。そして
、支持体３００をめっき給電層に利用する電解めっき法等により、レジスト層の開口部内
に露出する支持体３００の上面に配線層１０を形成する。その後、レジスト層を除去する
。配線層１０の材料や厚さは、前述の通りである。
【００３０】
　次に、図２（ｂ）に示す工程では、例えば、支持体３００の上面に配線層１０の上面及
び側面を被覆するように熱硬化性のエポキシ系絶縁性樹脂等をラミネートし、Ｂステージ
状態（半硬化状態）の第１絶縁膜２１を形成する。第１絶縁膜２１は、絶縁性樹脂のみか
ら構成されている。この工程では、第１絶縁膜２１の硬化は行わない。
【００３１】
　なお、配線層１０を形成する工程で、ドライフィルムレジスト等のレジスト層に代えて
、感光性の永久絶縁膜を使用してもよい。この場合には、永久絶縁膜の開口部に配線層１
０を形成後、永久絶縁膜を除去することなく、そのまま第１絶縁膜２１として使用するこ
とができる。
【００３２】
　次に、図２（ｃ）に示す工程では、例えば、第１絶縁膜２１の上面に熱硬化性のエポキ
シ系絶縁性樹脂等をラミネートし、Ｂステージ状態（半硬化状態）の第２絶縁膜２２を積
層する。第２絶縁膜２２は補強部材３０に絶縁性樹脂を含浸させた構造の所謂プリプレグ
である。補強部材３０の材料は、前述の通りである。第１絶縁膜２１の上面に第２絶縁膜
２２を積層後、第１絶縁膜２１及び第２絶縁膜２２を所定温度に加熱して硬化させ、絶縁
層２０を作製する。必要に応じて、加圧しながら加熱してもよい。
【００３３】
　ここで、樹脂のみからなる第１絶縁膜２１の溶融粘度に比較し、補強部材３０を含む第
２絶縁膜２２の溶融粘度は高くなる。本実施の形態では、配線層１０は比較的溶融粘度の
低い第１絶縁膜２１に被覆されているため、配線層１０の配線密度が高い場合や、配線層
１０の残銅率が高い場合であっても、配線層１０同士の隙間に、溶融した絶縁性樹脂が入
り込む。そのため、配線層１０を比較的溶融粘度の高い補強部材入りの絶縁膜で被覆した
場合のように、絶縁性樹脂の埋め込みが不十分でボイドが発生する問題が生じ難い。なお
、残銅率とは、絶縁層表面に占める配線層の面積の割合である。
【００３４】
　又、一般に、配線層が補強部材と接触すると、補強部材に沿ってマイグレーションが発
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生する場合がある。例えば、補強部材としてガラスクロスを用いた場合、ガラスクロスの
繊維に沿ってマイグレーションが発生し、隣接する配線パターン同士が短絡するおそれが
ある。配線基板１では、配線層１０が補強部材と接触するおそれがないため、マイグレー
ションの発生を抑制可能となり、配線基板１の絶縁信頼性を向上できる。
【００３５】
　特に、配線基板１では、最外の配線層１０はパッド１０ａのみから構成されているので
はなく、パッド１０ａと配線パターン１０ｂとを含んでいる。そのため、残銅率が場所に
より大きく異なる場合があるが、そのような場合でも比較的溶融粘度の低い第１絶縁膜２
１により配線層１０同士の隙間を十分に埋め込むことが可能となる。
【００３６】
　次に、図２（ｄ）に示す工程では、絶縁層２０に、絶縁層２０（第２絶縁膜２２及び第
１絶縁膜２１）を貫通し配線層１０の上面を露出させるビアホールとなる開口部２０ｘを
形成する。開口部２０ｘは、例えばＣＯ２レーザ等を用いたレーザ加工法により形成でき
る。レーザ加工法により形成した開口部２０ｘは、ソルダーレジスト層５０が形成される
側に開口されている部分の径が配線層１０の上面によって形成された開口部の底面の径よ
りも大きい逆円錐台状の凹部となる。開口部２０ｘをレーザ加工法により形成した場合に
は、デスミア処理を行い、開口部２０ｘの底部に露出する配線層１０の上面に付着した絶
縁層２０の樹脂残渣を除去することが好ましい。
【００３７】
　なお、第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２２に異なる樹脂を用いていたり、夫々のフィラー
含有量を変えていたりする場合がある。この場合には、第２絶縁膜２２にレーザを照射す
る段階と、第２絶縁膜２２が貫通して第１絶縁膜２１にレーザを照射する段階で、レーザ
の照射条件等を変更しても構わない。第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２２との境界部におい
て、開口部２０ｘの内壁面に段差等を生じさせないためである。或いは、デスミア処理の
条件を調整することで、開口部２０ｘの内壁面の形状を制御することも可能である。
【００３８】
　次に、図３（ａ）に示す工程では、絶縁層２０上に配線層４０を形成する。配線層４０
は、開口部２０ｘ内に充填されたビア配線、及び絶縁層２０の上面に形成された配線パタ
ーンを含んで構成される。配線層４０は、開口部２０ｘの底部に露出した配線層１０と電
気的に接続される。配線層４０の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができ
る。配線層４０は、セミアディティブ法やサブトラクティブ法等の各種の配線層形成方法
を用いて形成できる。
【００３９】
　次に、図３（ｂ）に示す工程では、絶縁層２０上に配線層４０を被覆するソルダーレジ
スト層５０を形成する。ソルダーレジスト層５０は、例えば、液状又はペースト状の感光
性のエポキシ系絶縁性樹脂やアクリル系絶縁性樹脂等を、配線層４０を被覆するように絶
縁層２０上にスクリーン印刷法、ロールコート法、又は、スピンコート法等で塗布するこ
とにより形成できる。或いは、例えば、フィルム状の感光性のエポキシ系絶縁性樹脂やア
クリル系絶縁性樹脂等を、配線層４０を被覆するように絶縁層２０上にラミネートするこ
とにより形成してもよい。
【００４０】
　そして、塗布又はラミネートした絶縁性樹脂を露光及び現像することで開口部５０ｘを
形成する（フォトリソグラフィ法）。これにより、開口部５０ｘを有するソルダーレジス
ト層５０が形成される。なお、予め開口部５０ｘを形成したフィルム状の絶縁性樹脂を、
配線層４０を被覆するように絶縁層２０上にラミネートしても構わない。なお、ソルダー
レジスト層５０の材料として、非感光性の絶縁性樹脂を用いてもよい。この場合には、絶
縁層２０上にソルダーレジスト層５０を形成して硬化させた後、例えばＣＯ２レーザ等を
用いたレーザ加工法や、アルミナ砥粒等の研磨剤を用いたブラスト処理により開口部５０
ｘを形成できる。又は、スクリーン印刷により、開口部５０ｘを有するソルダーレジスト
層５０を形成してもよい。
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【００４１】
　これにより、配線層４０の一部が開口部５０ｘ内に露出する。開口部５０ｘ内に露出す
る配線層４０は、他の配線基板や半導体パッケージ、半導体チップ等と電気的に接続され
るパッドとして機能する。必要に応じ、開口部５０ｘの底部に露出する配線層４０の上面
に、例えば無電解めっき法等により金属層を形成してもよい。金属層の例としては、前述
の通りである。又、開口部５０ｘの底部に露出する配線層４０の上面に、ＯＳＰ処理等の
酸化防止処理を施してもよい。なお、ソルダーレジスト層５０を形成する工程は、支持体
３００の除去後であってもよい。この場合、ソルダーレジスト層５０とソルダーレジスト
層６０を同時に形成するとよい。
【００４２】
　次に、図３（ｃ）に示す工程では、図３（ｂ）に示す支持体３００を除去した後、絶縁
層２０の下面に、配線層１０のパッド１０ａを主に露出する開口部６０ｘを備えたソルダ
ーレジスト層６０を形成する。銅箔である支持体３００は、例えば、塩化第二鉄水溶液や
塩化第二銅水溶液、過硫酸アンモニウム水溶液等を用いたウェットエッチングにより除去
できる。ソルダーレジスト層６０は、ソルダーレジスト層５０と同様の方法で形成できる
。必要に応じ、開口部６０ｘから露出する配線層１０の下面に金属層を形成したり、酸化
防止処理を施したりしてもよい。なお、前述のように、配線層１０のパッド１０ａは数μ
ｍ～１０数μｍ程度の間隔で隣接するため、本実施の形態では、一例として、ソルダーレ
ジスト層６０に、配線層１０の全パッド１０ａの下面を一括で露出する１つの開口部６０
ｘを設けている。
【００４３】
　図３（ｃ）に示す工程の後、図３（ｃ）に示す構造体をスライサー等により切断位置Ｃ
で切断して個片化することにより、複数の配線基板１（図１参照）が完成する。必要に応
じ、ソルダーレジスト層５０の開口部５０ｘ内に露出する配線層４０上や、ソルダーレジ
スト層６０の開口部６０ｘ内に露出する配線層１０上に、はんだボール等の外部接続端子
を設けたり、チップキャパシタ等の電子部品を搭載したりしてもよい。又、切断前の構造
体に外部接続端子を設けたり電子部品を搭載したりし、その後、構造体を切断して個片化
する工程としてもよい。
【００４４】
　このように、第１の実施の形態に係る配線基板１では、最外の配線層１０が、樹脂のみ
からなり比較的溶融粘度の低い第１絶縁膜２１に埋め込まれている。そのため、配線層１
０の配線密度が高い場合や、配線層１０の残銅率が高い場合であっても、絶縁性樹脂の埋
め込みが不十分でボイドが発生する問題が生じ難く、又、配線層１０が補強部材と接触す
るおそれもない。その結果、配線基板１の絶縁信頼性を向上できる。
【００４５】
　又、絶縁層２０は、樹脂のみからなる第１絶縁膜２１と補強部材を備えた第２絶縁膜２
２との２層構造であるため、絶縁層２０全体の強度は従来のプリプレグと同程度であり、
配線基板１としての強度を確保できる。
【００４６】
　又、従来のように、補強部材を備えた絶縁膜を用いて配線層を埋め込むと、補強部材を
備えた絶縁膜では埋め込みに使用できる樹脂の量が少ないため、絶縁膜の上面に凹凸が生
じやすく、絶縁膜の上面に配線層を形成することが困難となる。これに対し、本実施の形
態では、補強部材を備えた第２絶縁膜２２は第１絶縁膜２１上に形成され、第２絶縁膜２
２の樹脂は配線層１０の埋め込みには使用されないため、第２絶縁膜２２の上面は平坦面
となる。従って、第２絶縁膜２２の上面に容易に配線層４０を形成できる。
【００４７】
　又、第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２２の特性は任意に設定できるため、設計自由度を向
上できる。例えば、第１絶縁膜２１として配線層１０との密着性に優れた樹脂を選択した
り、絶縁性の高い樹脂（耐マイグレーション性が高い樹脂）を選択したり、溶融粘度の特
に低い樹脂を選択したりすることが可能となる。これらは、何れも配線基板１の絶縁信頼
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性の向上に寄与できる。或いは、フィラー含有量等により、第１絶縁膜２１と第２絶縁膜
２２のＣＴＥを個別に調整できるため、配線基板１全体での反りを低減することが容易と
なる。
【００４８】
　又、本実施の形態では、配線層１０の側面だけではなく、配線層１０の上面も樹脂のみ
からなる第１絶縁膜２１で被覆されている。そのため、配線層１０と第２絶縁膜２２内の
補強部材３０との距離を十分に確保できるため、特に吸湿したときの絶縁信頼性を向上す
ることができる。
【００４９】
　なお、支持体３００と配線層１０とが同じ金属（例えば、銅等）からなる場合、図３（
ｃ）の工程で支持体３００を除去した際に、配線層１０の下面がエッチングされ、配線層
１０の下面が第１絶縁膜２１の下面よりも窪んだ状態になる場合がある。この場合、図４
に示す配線基板１Ａの構造となる。配線基板１Ａも配線基板１と同等の性能である。
【００５０】
　又、配線基板１の製造工程を以下のように変形してもよい。例えば、図２（ｃ）の工程
において、第１絶縁膜２１の上面に、銅箔付きのプリプレグを積層し、第２絶縁膜２２を
形成してもよい。この場合、プリプレグの片面全面に銅箔が積層されており、銅箔を上面
として、第１絶縁膜２１の上面にプリプレグを積層する。又は、第１絶縁膜２１の上面に
、プリプレグと共に銅箔を積層して、第２絶縁膜２２を形成してもよい。
【００５１】
　この結果、図２（ｃ）において、第１絶縁膜２１、第２絶縁膜２２、銅箔がこの順に積
層された状態となる。その後、図２（ｄ）の工程において、銅箔ごとレーザ加工を施し、
絶縁層２０に開口部２０ｘを形成する。次いで、図３（ａ）の工程において、セミアディ
ティブ法やサブトラクティブ法により、配線層４０を形成する。この際、銅箔は配線層４
０の一部として残る。
【００５２】
　又、配線基板１の製造工程を以下のように変形してもよい。例えば、図２（ｃ）の工程
において、第１絶縁膜２１の上面に、プリプレグと共にプライマー層付き銅箔を積層し、
第２絶縁膜２２を形成してもよい。
【００５３】
　この結果、図２（ｃ）において、第１絶縁膜２１、第２絶縁膜２２、プライマー層、銅
箔がこの順に積層された状態となる。その後、銅箔を除去する。次いで、図２（ｄ）の工
程において、プライマー層ごとレーザ加工を施し、絶縁層２０に開口部２０ｘを形成する
。次いで、図３（ａ）の工程において、セミアディティブ法やサブトラクティブ法により
、配線層４０を形成する。この際、プライマー層は絶縁層２０の一部として残る。なお、
プライマー層の材料等は、後述の第３絶縁膜２３と同様とすることができる。
【００５４】
　〈第１の実施の形態の変形例１〉
　第１の実施の形態の変形例１では、配線層１０の上面が第１絶縁膜２１から露出する例
を示す。なお、第１の実施の形態の変形例１において、既に説明した実施の形態と同一構
成部についての説明は省略する場合がある。
【００５５】
　図５は、第１の実施の形態の変形例１に係る配線基板を例示する断面図である。図５を
参照するに、第１の実施の形態の変形例１に係る配線基板１Ｂは、配線層１０の上面が第
１絶縁膜２１から露出している点が配線基板１（図１参照）と相違する。
【００５６】
　つまり、配線基板１Ｂでは、第１絶縁膜２１は、配線層１０の側面のみを被覆している
。第１絶縁膜２１の下面と配線層１０の下面とは、例えば、面一とすることができる。又
、第１絶縁膜２１の上面と配線層１０の上面とは、例えば、面一とすることができる。言
い換えれば、第１絶縁膜２１の厚さは、配線層１０の厚さと同一とすることができる。又
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、配線層１０の上面は第２絶縁膜２２により被覆されており、配線層４０を構成するビア
配線は、第２絶縁膜２２のみを貫通する開口部２０ｘを介して、配線層１０の上面に接続
されている。
【００５７】
　配線基板１Ｂを作製するには、まず、第１の実施の形態の図２（ａ）及び図２（ｂ）に
示す工程を実行し、支持体３００の上面に配線層１０及び第１絶縁膜２１を形成する。或
いは、以下のようにして、配線層１０及び第１絶縁膜２１を形成してもよい。まず、支持
体３００の上面に、例えばエポキシ系の感光性の絶縁性樹脂を設け、感光性の絶縁性樹脂
を露光及び現像によりパターニングして配線層１０を形成する部分に支持体３００の上面
を露出する開口部を形成する。これにより、開口部を有する第１絶縁膜２１が作製される
。そして、支持体３００をめっき給電層に利用する電解めっき法等により、第１絶縁膜２
１の開口部内に露出する支持体３００の上面に電解めっきを析出させ、配線層１０を形成
する。
【００５８】
　その後、図６（ａ）に示す工程では、半硬化状態の第１絶縁膜２１を平坦面を有する板
等により支持体３００側に押圧し、第１絶縁膜２１の上面と配線層１０の上面とを面一と
する。或いは、配線層１０よりも上側の部分の第１絶縁膜２１を研磨して、第１絶縁膜２
１の上面と配線層１０の上面とを面一としてもよい。
【００５９】
　次に、図６（ｂ）に示す工程では、図２（ｃ）に示す工程と同様にして、第１絶縁膜２
１の上面にＢステージ状態（半硬化状態）の第２絶縁膜２２を積層する。そして、第１絶
縁膜２１の上面に第２絶縁膜２２を積層後、第１絶縁膜２１及び第２絶縁膜２２を所定温
度に加熱して硬化させる。必要に応じて、加圧しながら加熱してもよい。この工程では、
図２（ｃ）に示す工程とは異なり、配線層１０の上面は、第２絶縁膜２２により被覆され
る。
【００６０】
　次に、図６（ｃ）に示す工程では、図２（ｄ）に示す工程と同様にして、配線層１０の
上面を露出させる開口部２０ｘを形成する。但し、本実施の形態では、配線層１０の上面
は第２絶縁膜２２により被覆されているため、第２絶縁膜２２のみを貫通する開口部２０
ｘを形成する。つまり、第１絶縁膜２１には、開口部２０ｘは形成されない。そのため、
第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２２の両方に開口部２０ｘを形成する場合のように、レーザ
の照射条件の変更やデスミア処理の条件の調整等を考慮する必要がなく、簡易な製造工程
とすることができる。
【００６１】
　その後、第１の実施の形態の図３（ａ）～図３（ｃ）に示す工程を実行し、更に、作製
された構造体をスライサー等により個片化することにより、複数の配線基板１Ｂ（図５参
照）が完成する。必要に応じ、ソルダーレジスト層５０の開口部５０ｘ内に露出する配線
層４０上や、ソルダーレジスト層６０の開口部６０ｘ内に露出する配線層１０上に、はん
だボール等の外部接続端子を設けたり、チップキャパシタ等の電子部品を搭載したりして
もよい。又、切断前の構造体に外部接続端子を設けたり電子部品を搭載したりし、その後
、構造体を切断して個片化する工程としてもよい。
【００６２】
　〈第１の実施の形態の変形例２〉
　第１の実施の形態の変形例２では、配線層１０の上面が第１絶縁膜２１から突出する例
を示す。なお、第１の実施の形態の変形例２において、既に説明した実施の形態と同一構
成部についての説明は省略する場合がある。
【００６３】
　図７は、第１の実施の形態の変形例２に係る配線基板を例示する断面図である。図７を
参照するに、第１の実施の形態の変形例２に係る配線基板１Ｃは、配線層１０の上面が第
１絶縁膜２１の上面から第２絶縁膜２２内に突出している点が配線基板１（図１参照）と
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相違する。
【００６４】
　つまり、配線基板１Ｃでは、第１絶縁膜２１は、配線層１０の側面の下側のみを被覆し
ている。第１絶縁膜２１の下面と配線層１０の下面とは、例えば、面一とすることができ
る。又、配線層１０の側面の上側と、配線層１０の上面は、第２絶縁膜２２により被覆さ
れている。
【００６５】
　配線基板１Ｃを作製するには、まず、図８に示す工程を実行する。図８に示す工程では
、第１絶縁膜２１と第２絶縁膜２２を予め積層したＢステージ状態（半硬化状態）の絶縁
層２０を準備しておく。又、図８に示す工程と並行して、第１の実施の形態の図２（ａ）
に示す工程を実行して、支持体３００の上面に配線層１０を形成しておく。
【００６６】
　そして、第１絶縁膜２１を支持体３００側に向けて、支持体３００の上面に配線層１０
を被覆するように絶縁層２０を貼り付け（ラミネートし）、第１絶縁膜２１及び第２絶縁
膜２２を所定温度に加熱して硬化させる。必要に応じて、加圧しながら加熱してもよい。
第１絶縁膜２１の厚さを予め配線層１０よりも薄くしておくことにより、図８の下側に示
すように、配線層１０の上面が第１絶縁膜２１から突出した構造とすることができる。但
し、配線層１０の突出量は、配線層１０の上面が補強部材３０と接することがない程度の
量に設定する必要がある。
【００６７】
　なお、図８に示す工法では、第１絶縁膜２１の厚さを適宜調整することにより、図１の
構造や図５の構造の配線基板を作製することもできる。又、第１絶縁膜２１の厚さによっ
ては、図１の構造、図５の構造、及び図７の構造が１つの配線基板内に混在する場合もあ
り得るが、そのような構造でも問題となる点はない。
【００６８】
　又、図８の絶縁層２０に代えて、図９（ａ）に示す３層構造の絶縁層２０Ａを用いても
よい。絶縁層２０Ａは、絶縁層２０の第２絶縁膜２２上に更に第３絶縁膜２３を積層した
構造である。第３絶縁膜２３は、補強部材を有していない絶縁膜であり、プライマー層と
も称される。
【００６９】
　第２絶縁膜２２のような補強部材３０を有する絶縁膜では、補強部材３０の存在により
、第２絶縁膜２２の上面に無電解めっきが析出し難い場合がある。この場合、セミアディ
ティブ法等の無電解めっきを用いる配線層形成方法を採用できない。そこで、図９（ａ）
では、第２絶縁膜２２の上面に第３絶縁膜２３を積層して、無電解めっきの析出を可能と
している。これにより、例えばセミアディティブ法による配線層形成が可能となる。
【００７０】
　第３絶縁膜２３の材料としては、例えば、第２絶縁膜２２と同じ材料系の絶縁性樹脂を
、無電解めっきが析出し易いように組成調整したものを用いることができる。第３絶縁膜
２３の厚さは、例えば、１～１０μｍ程度とすることができる。
【００７１】
　図９（ａ）に示すように、第１絶縁膜２１を支持体３００側に向けて、支持体３００の
上面に配線層１０を被覆するように絶縁層２０Ａを貼り付け（ラミネートし）、第１絶縁
膜２１、第２絶縁膜２２及び第３絶縁膜２３を所定温度に加熱して硬化させる。必要に応
じて、加圧しながら加熱してもよい。第１絶縁膜２１の厚さを予め配線層１０よりも薄く
しておくことにより、図９（ａ）の下側に示すように、配線層１０の上面が第１絶縁膜２
１から突出した構造とすることができる。
【００７２】
　その後、第１の実施の形態の図２（ｄ）及び図３（ａ）と同様の工程を実行することに
より、図９（ｂ）に示すように、配線層４０を形成できる。配線層４０をセミアディティ
ブ法で形成する場合には、まず、無電解めっき法により、開口部２０ｘの底部に露出した
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配線層１０の上面、及び開口部２０ｘの内壁面を含む絶縁層２０Ａ上に銅（Ｃｕ）等から
なるシード層を形成する。更に、シード層上に配線層４０に対応する開口部を備えたレジ
スト層を形成する。
【００７３】
　そして、シード層を給電層に利用した電解めっき法により、レジスト層の開口部に銅（
Ｃｕ）等からなる配線層を形成する。続いて、レジスト層を除去した後に、配線層をマス
クにして、配線層に覆われていない部分のシード層をエッチングにより除去する。これに
より、絶縁層２０Ａ上に開口部２０ｘ内に充填されたビア配線、及び絶縁層２０Ａ上（第
３絶縁膜２３上）に形成された配線パターンを含む配線層４０が形成される。
【００７４】
　図９（ｂ）の工程の後、第１の実施の形態の図３（ｂ）及び図３（ｃ）に示す工程を実
行し、更に、作製された構造体をスライサー等により個片化することにより、図１０に示
す配線基板１Ｄが複数個完成する。必要に応じ、ソルダーレジスト層５０の開口部５０ｘ
内に露出する配線層４０上や、ソルダーレジスト層６０の開口部６０ｘ内に露出する配線
層１０上に、はんだボール等の外部接続端子を設けたり、チップキャパシタ等の電子部品
を搭載したりしてもよい。又、切断前の構造体に外部接続端子を設けたり電子部品を搭載
したりし、その後、構造体を切断して個片化する工程としてもよい。
【００７５】
　なお、他の実施の形態においても、第２絶縁膜２２上に第３絶縁膜２３を積層すること
により、セミアディティブ法を用いた配線層形成を行ってもよい。つまり、図１に示す配
線基板１、図４に示す配線基板１Ａ、図５に示す配線基板１Ｂ、後述の図１１に示す配線
基板１Ｅにおいて、絶縁層２０に代えて絶縁層２０Ａを用いてもよい。
【００７６】
　〈第２の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、３層構造の配線基板の例を示す。なお、第２の実施の形態にお
いて、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場合がある。
【００７７】
　図１１は、第２の実施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。図１１を参照す
るに、第２の実施の形態に係る配線基板１Ｅは、配線層４０とソルダーレジスト層５０と
の間に、絶縁層７０及び配線層８０が挿入されている点が配線基板１（図１参照）と相違
する。
【００７８】
　絶縁層７０は、絶縁層２０の上面に、配線層４０を被覆するように形成されている。絶
縁層７０の材料としては、例えば、エポキシ系絶縁性樹脂等を用いることができる。絶縁
層７０は、シリカ（ＳｉＯ２）等のフィラーを含有しても構わない。絶縁層７０の厚さは
、例えば１５～３５μｍ程度とすることができる。
【００７９】
　なお、絶縁層７０として、第１絶縁膜２１及び第２絶縁膜２２を含む積層体を用いても
よい。この場合は、第１絶縁膜２１及び第２絶縁膜２２を含む積層体である絶縁層２０上
に、第１絶縁膜２１及び第２絶縁膜２２を含む積層体である絶縁層７０が積層された構造
となる。或いは、絶縁層７０は、補強部材を有してもよい。この場合、絶縁層７０を構成
する絶縁性樹脂や補強部材の材質として、第２絶縁膜２２及び補強部材３０と同様のもの
を使用できる。
【００８０】
　第３配線層である配線層８０は、絶縁層７０上に形成されている。配線層８０は、絶縁
層７０を貫通し配線層４０の上面を露出するビアホール７０ｘ内に充填されたビア配線、
及び絶縁層７０の上面に形成された配線パターンを含んで構成されている。ビアホール７
０ｘは、ソルダーレジスト層５０側に開口されている開口部の径が配線層４０の上面によ
って形成された開口部の底面の径よりも大きい逆円錐台状の凹部となっている。
【００８１】
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　配線層８０は、ビアホール７０ｘの底部に露出した配線層４０と電気的に接続されてい
る。配線層８０の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。配線層８
０を構成する配線パターンの厚さは、例えば１～３５μｍ程度とすることができる。
【００８２】
　ソルダーレジスト層５０は、絶縁層７０の上面に、配線層８０を被覆するように形成さ
れている。ソルダーレジスト層５０は開口部５０ｘを有し、開口部５０ｘの底部には配線
層８０の一部が露出している。開口部５０ｘの底部に露出する配線層８０は、他の配線基
板や半導体パッケージ、半導体チップ等と電気的に接続されるパッドとして機能する。ソ
ルダーレジスト層５０の材料や厚さは、前述の通りである。
【００８３】
　配線基板１Ｅを作製するには、まず、第１の実施の形態の図２（ａ）～図３（ａ）に示
す工程を実行する。その後、図１２（ａ）に示す工程では、絶縁層２０上に配線層４０を
被覆するように、例えば熱硬化性を有するフィルム状のエポキシ系絶縁性樹脂等をラミネ
ートする。或いは、絶縁層２０上に配線層４０を被覆するように、例えば熱硬化性を有す
る液状又はペースト状のエポキシ系絶縁性樹脂等をスクリーン印刷、スピンコート法等に
より塗布する。そして、ラミネート又は塗布した絶縁性樹脂を押圧しつつ、硬化温度以上
に加熱して硬化させ、絶縁層７０を作製する。必要に応じて、加圧しながら加熱してもよ
い。
【００８４】
　次に、図１２（ｂ）に示す工程では、第１の実施の形態の図２（ｄ）に示す工程と同様
にして、絶縁層７０に、絶縁層７０を貫通し配線層４０の上面を露出させるビアホール７
０ｘを形成する。ビアホール７０ｘをレーザ加工法により形成した場合には、デスミア処
理を行い、ビアホール７０ｘの底部に露出する配線層４０の上面に付着した絶縁層２０の
樹脂残渣を除去することが好ましい。
【００８５】
　次に、図１２（ｃ）に示す工程では、第１の実施の形態の図３（ａ）に示す工程と同様
にして、絶縁層７０上に配線層８０を形成する。その後、第１の実施の形態の図３（ｂ）
及び図３（ｃ）に示す工程を実行し、更に、作製された構造体をスライサー等により個片
化することにより、複数の配線基板１Ｅ（図１１参照）が完成する。必要に応じ、ソルダ
ーレジスト層５０の開口部５０ｘ内に露出する配線層８０上や、ソルダーレジスト層６０
の開口部６０ｘ内に露出する配線層１０上に、はんだボール等の外部接続端子を設けたり
、チップキャパシタ等の電子部品を搭載したりしてもよい。又、切断前の構造体に外部接
続端子を設けたり電子部品を搭載したりし、その後、構造体を切断して個片化する工程と
してもよい。
【００８６】
　このように、配線層４０上に絶縁層７０及び配線層８０を積層することで、３層構造の
配線基板１Ｅを実現できる。配線層４０上に絶縁層及び配線層を必要数交互に積層し、４
層構造以上の配線基板とすることも可能である。この際、配線層４０上に積層する１つ又
は２つ以上の絶縁層として、第１絶縁膜２１及び第２絶縁膜２２を含む積層体を用いるこ
とにより、絶縁信頼性を更に高めることができる点で好適である。
【００８７】
　〈配線基板の応用例１〉
　配線基板の応用例１では、第１の実施の形態及び第２の実施の形態に係る配線基板に半
導体チップが搭載（フリップチップ実装）された半導体パッケージの例を示す。なお、配
線基板の応用例１において、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略
する場合がある。
【００８８】
　図１３（ａ）及び図１３（ｂ）は、応用例１に係る半導体パッケージを例示する断面図
である。図１３（ａ）を参照するに、半導体パッケージ５は、図１に示す配線基板１と、
半導体チップ１００と、バンプ１１０と、アンダーフィル樹脂１２０と、バンプ１３０と
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を有する。半導体パッケージ５において、配線基板１の第１絶縁膜２１側が半導体チップ
１００が搭載されるチップ搭載面となり、配線基板１のソルダーレジスト層５０側が外部
接続端子が形成される外部接続端子面となる。
【００８９】
　半導体チップ１００は、例えば、シリコン等からなる薄板化された半導体基板（図示せ
ず）上に半導体集積回路（図示せず）等が形成されたものである。半導体基板（図示せず
）には、半導体集積回路（図示せず）と電気的に接続された電極パッド（図示せず）が形
成されている。
【００９０】
　バンプ１１０は、半導体チップ１００の電極パッド（図示せず）と、配線基板１のソル
ダーレジスト層６０の開口部６０ｘから露出する配線層１０とを電気的に接続している。
アンダーフィル樹脂１２０は、半導体チップ１００と配線基板１（第１絶縁膜２１）との
間に充填されている。バンプ１３０は、ソルダーレジスト層５０の開口部５０ｘの底部に
露出する配線層４０の上面に形成された外部接続端子である。バンプ１３０は、例えば、
他の配線基板（マザーボード等）や他の半導体パッケージ等と電気的に接続される。バン
プ１１０及び１３０は、例えば、はんだバンプである。はんだバンプの材料としては、例
えばＰｂを含む合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等
を用いることができる。
【００９１】
　このように、第１の実施の形態に係る配線基板１に半導体チップを搭載することにより
、半導体パッケージ５を実現できる。又、図１３（ｂ）に示す半導体パッケージ５Ａのよ
うに、第２の実施の形態に係る配線基板１Ｅに半導体チップを搭載することにより、半導
体パッケージを実現してもよい。もちろん、配線基板１や１Ｅに代えて、配線基板１Ａ、
１Ｂ、１Ｃ、又は１Ｄを用いることも可能である。
【００９２】
　なお、第１絶縁膜２１として、アンダーフィル樹脂１２０との相性の良い樹脂を選定す
ることで、アンダーフィル樹脂１２０の充填性を高めることができる。
【００９３】
　なお、図１３の例では、配線層１０側に半導体チップ１００を搭載し、配線層４０又は
８０にバンプ１３０を設ける例を示したが、配線層４０又は８０側に半導体チップ１００
を搭載し、配線層１０にバンプ１３０を設けてもよい。
【００９４】
　〈配線基板の応用例２〉
　配線基板の応用例２では、半導体パッケージ上に更に他の半導体パッケージが搭載され
た所謂ＰＯＰ（Package on package）構造の半導体パッケージの例を示す。なお、配線基
板の応用例２において、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する
場合がある。
【００９５】
　図１４は、応用例２に係る半導体パッケージを例示する断面図である。図１４を参照す
るに、半導体パッケージ５Ｂは、配線基板１Ｅを含む第１の半導体パッケージ上に、配線
基板１を含む第２の半導体パッケージが搭載された構造である。
【００９６】
　第１の半導体パッケージにおいて、配線基板１Ｅの絶縁層２０側に、バンプ２２０を介
して半導体チップ２１０が実装され、ソルダーレジスト層５０の開口部５０ｘから露出す
る配線層８０にはバンプ１３０が形成されている。又、第２の半導体パッケージにおいて
、配線基板１の絶縁層２０側に、バンプ２６０を介して半導体チップ２５０が実装され、
バンプ２８０を介してチップコンデンサ２７０が実装されている。
【００９７】
　第１の半導体パッケージと第２の半導体パッケージとは、銅コアボール２３１の周囲を
はんだ２３２で覆った構造のはんだボール２３０を介して接続されている。より詳しくは
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、第１の半導体パッケージを構成する配線基板１Ｅの配線層１０と、第２の半導体パッケ
ージを構成する配線基板１の配線層４０とが、はんだボール２３０を介して接続されてい
る。
【００９８】
　はんだボール２３０は、第１の半導体パッケージと第２の半導体パッケージとを接続（
接合）する接合材として機能すると共に、両パッケージ間の距離（離間距離）を規定値に
保持するスペーサとしても機能する。つまり、はんだ２３２が接合材として機能し、銅コ
アボール２３１がスペーサとして機能する。なお、はんだボール２３０の高さは、半導体
チップ２１０の厚さとバンプ２２０の厚さとを合算した高さよりも高く設定されている。
【００９９】
　配線基板１と配線基板１Ｅとの間の空間には、封止樹脂２４０が充填されている。封止
樹脂２４０の充填によって、配線基板１が配線基板１Ｅに対して固定されると共に、配線
基板１Ｅに実装された半導体チップ２１０が封止される。すなわち、封止樹脂２４０は、
第１の半導体パッケージと第２の半導体パッケージとを接着する接着剤として機能すると
共に、半導体チップ２１０を保護する保護層として機能する。又、封止樹脂２４０を設け
ることにより、半導体パッケージ５Ｂ全体の機械的強度を高めることができる。
【０１００】
　このように、第１の実施の形態に係る配線基板１や第２の実施の形態に係る配線基板１
Ｅを用いて、能動部品（半導体チップ２１０等）や受動部品（チップコンデンサ２７０）
を搭載したＰＯＰ構造の半導体パッケージ５Ｂを実現できる。もちろん、配線基板１や１
Ｅに代えて、配線基板１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、又は１Ｄを用いることも可能である。
【０１０１】
　〈第３の実施の形態〉
　第３の実施の形態では、微細配線を有する配線基板の例を示す。なお、第３の実施の形
態において、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場合がある
。
【０１０２】
　［第３の実施の形態に係る配線基板の構造］
　まず、第３の実施の形態に係る配線基板の構造について説明する。図１５は、第３の実
施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。図１５を参照するに、第３の実施の形
態に係る配線基板１Ｆは、配線基板１（図１参照）の絶縁層２０上に絶縁層４１０、配線
層４２０、絶縁層４３０、配線層４４０、絶縁層４５０、配線層４６０を順次積層した構
造である。なお、図１５では、配線層１０、絶縁層２０等が図１とは上下を反転した状態
で描かれている。
【０１０３】
　絶縁層４１０、４３０、及び４５０の厚さは、絶縁層２０の厚さよりも薄く形成されて
いる。又、配線層４２０及び４４０を構成する配線パターンの厚さは、配線層１０及び４
０を構成する配線パターンの厚さよりも薄く形成されている。配線層４２０及び４４０を
構成する配線パターンは、配線層１０及び４０を構成する配線パターンよりも高密度（微
細配線）である。なお、絶縁層４５０上に、配線層４６０を構成するパッドを露出するソ
ルダーレジスト層を設けてもよい。
【０１０４】
　配線基板１Ｆにおいて、配線層１０の他方の面と絶縁層２０の他方の面（第１絶縁膜２
１の他方の面）は研磨されて平坦面とされている。絶縁層４１０は、配線層１０の他方の
面と絶縁層２０の他方の面が形成する平坦面に形成されている。絶縁層４１０の材料とし
ては、例えば、エポキシ系樹脂やフェノール系樹脂等を主成分とする感光性の絶縁性樹脂
（熱硬化性）を用いることができる。絶縁層４１０は、シリカ（ＳｉＯ２）等のフィラー
を含有しても構わない。絶縁層４１０の厚さは、例えば、３～３０μｍ程度とすることが
できる。
【０１０５】
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　配線層４２０は、絶縁層４１０の他方の側に形成されている。配線層４２０は、ビアホ
ール４１０ｘ内に充填されたビア配線、及び絶縁層４１０の他方の面に形成された配線パ
ターンを含んで構成されている。ビアホール４１０ｘは、絶縁層４３０側に開口されてい
る開口部の径が配線層１０の他方の面によって形成された開口部の底面の径よりも大きい
逆円錐台状の凹部となっている。配線層４２０は、ビアホール４１０ｘを介して、配線層
１０と電気的に接続されている。配線層４２０の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を
用いることができる。配線層４２０を構成する配線パターンの厚さは、例えば、１～３μ
ｍ程度とすることができる。
【０１０６】
　絶縁層４３０は、絶縁層４１０の他方の面に、配線層４２０を被覆するように形成され
ている。絶縁層４３０の材料や厚さは、例えば、絶縁層４１０と同様とすることができる
。
【０１０７】
　配線層４４０は、絶縁層４３０の他方の側に形成されている。配線層４４０は、ビアホ
ール４３０ｘ内に充填されたビア配線、及び絶縁層４３０の他方の面に形成された配線パ
ターンを含んで構成されている。ビアホール４３０ｘは、絶縁層４５０側に開口されてい
る開口部の径が配線層４２０の他方の面によって形成された開口部の底面の径よりも大き
い逆円錐台状の凹部となっている。配線層４４０は、ビアホール４３０ｘを介して、配線
層４２０と電気的に接続されている。配線層４４０の材料や配線層４４０を構成する配線
パターンの厚さは、例えば、配線層４２０と同様とすることができる。
【０１０８】
　絶縁層４５０は、絶縁層４３０の他方の面に、配線層４４０を被覆するように形成され
ている。絶縁層４５０の材料や厚さは、例えば、絶縁層４１０と同様とすることができる
。
【０１０９】
　配線層４６０は、絶縁層４５０の他方の側に形成されている。配線層４６０は、ビアホ
ール４５０ｘ内に充填されたビア配線、及び絶縁層４５０の他方の面から突出するパッド
（ポスト）を含んで構成されている。ビアホール４５０ｘは、配線基板１Ｆの外側に開口
されている開口部の径が配線層４４０の他方の面によって形成された開口部の底面の径よ
りも大きい逆円錐台状の凹部となっている。配線層４６０は、ビアホール４５０ｘを介し
て、配線層４４０と電気的に接続されている。
【０１１０】
　配線層４６０の材料は、例えば、配線層４２０と同様とすることができる。配線層４６
０の厚さ（絶縁層４５０の他方の面から突出するパッド部分も含む）は、例えば、１０μ
ｍ程度とすることができる。配線層４６０を構成するパッドの平面形状は、例えば、直径
が２０～３０μｍ程度の円形とすることができる。配線層４６０を構成するパッドのピッ
チは、例えば、４０～５０μｍ程度とすることができる。配線層４６０を構成するパッド
は、半導体チップ等と電気的に接続されるパッドとして機能する。なお、配線層４６０を
構成するパッドの表面（上面のみ、又は上面及び側面）に前述の金属層を形成したり、酸
化防止処理を施したりしてもよい。
【０１１１】
　［第３の実施の形態に係る配線基板の製造方法］
　次に、第３の実施の形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図１６及び図１
７は、第３の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。本実施の形態で
は、支持体上に複数の配線基板となる部分を作製し支持体を除去後個片化して各配線基板
とする工程の例を示すが、支持体上に１個ずつ配線基板を作製し支持体を除去する工程と
してもよい。
【０１１２】
　まず、図１６（ａ）に示す工程では、図２（ａ）～図３（ｂ）と同様の工程を実行し、
支持体３００上に配線層１０、絶縁層２０、配線層４０、及びソルダーレジスト層５０を
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形成する。
【０１１３】
　次に、図１６（ｂ）に示す工程では、図３（ｃ）に示す工程と同様にして、図１６（ａ
）に示す支持体３００を除去する。ここで、支持体３００と配線層１０とが同じ金属（例
えば、銅等）からなる場合、配線層１０の他方の面がエッチングされ、配線層１０の他方
の面が第１絶縁膜２１の他方の面よりも窪んだ状態になる。
【０１１４】
　次に、図１６（ｃ）に示す工程では、図１６（ｂ）に示す構造体の絶縁層２０の他方の
面（第１絶縁膜２１の他方の面）をＣＭＰ法（chemical mechanical polishing法）等を
用いて研磨する。この際、配線層１０の他方の面の一部を同時に研磨してもよい。これに
より、配線層１０の他方の面と絶縁層２０の他方の面とは平坦面（面一）となる。なお、
絶縁層２０の第１絶縁膜２１は絶縁性樹脂のみから構成されており、ガラスクロス等の補
強部材を含有していないため、ガラスクロス等の補強部材が表面から突出するおそれがな
く平坦化することが容易である。
【０１１５】
　次に、図１７（ａ）に示す工程では、配線層１０の他方の面と絶縁層２０の他方の面が
形成する平坦面に絶縁層４１０を形成する。そして、絶縁層４１０に、絶縁層４１０を貫
通し配線層１０の他方の面を露出するビアホール４１０ｘを形成する。絶縁層４１０の材
料としては、例えば、エポキシ系樹脂やフェノール系樹脂等を主成分とする感光性の絶縁
性樹脂（熱硬化性）を用いることができる。
【０１１６】
　具体的には、例えば、配線層１０の他方の面と絶縁層２０の他方の面が形成する平坦面
に、液状又はペースト状の絶縁性樹脂をスピンコート法等により塗布し、加熱して硬化さ
せ、絶縁層４１０を形成する。そして、絶縁層４１０を露光及び現像し、ビアホール４１
０ｘを形成する（フォトリソグラフィ法）。このように、絶縁層４１０の材料として感光
性の絶縁性樹脂を用いることにより、フォトリソグラフィ法によりビアホール４１０ｘを
形成できるため、微細配線の形成に好適である。なお、図１７（ａ）～図１７（ｃ）は、
図１６（ａ）～図１６（ｃ）に対して上下が反転して描かれている。
【０１１７】
　次に、図１７（ｂ）に示す工程では、絶縁層４１０の他方の側に、例えば、セミアディ
ティブ法等により配線層４２０を形成する。次に、図１７（ｃ）に示す工程では、図１７
（ａ）及び図１７（ｂ）に示す工程を繰り返し、絶縁層４１０の他方の側に絶縁層４３０
、配線層４４０、絶縁層４５０、及び配線層４６０を順次積層する。
【０１１８】
　図１７（ｃ）の工程の後、図１７（ｃ）に示す構造体をスライサー等により個片化する
ことにより、図１５に示す配線基板１Ｆが複数個完成する。必要に応じ、配線層４６０を
構成するパッドの表面（上面のみ、又は上面及び側面）に前述の金属層を形成したり、酸
化防止処理を施したりしてもよい。又、絶縁層４５０の他方の面に、配線層４６０を構成
するパッドを露出するソルダーレジスト層を設けてもよい。
【０１１９】
　このように、第３の実施の形態に係る配線基板１Ｆでは、配線層１０の他方の面と絶縁
層２０の他方の面（第１絶縁膜２１の他方の面）は研磨されて平坦面とされている。その
ため、その上に形成される絶縁層４１０、４３０、及び４５０の他方の面も平坦面となる
。その結果、絶縁層４１０、４３０、及び４５０の各平坦面に微細な配線層４２０、４４
０、及び４６０を容易に形成することができる。
【０１２０】
　〈配線基板の応用例３〉
　配線基板の応用例３では、第３の実施の形態に係る配線基板に半導体チップが搭載（フ
リップチップ実装）された半導体パッケージの例を示す。なお、配線基板の応用例３にお
いて、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場合がある。
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【０１２１】
　図１８は、応用例３に係る半導体パッケージを例示する断面図である。図１８を参照す
るに、半導体パッケージ５Ｃは、図１５に示す配線基板１Ｆと、半導体チップ１００と、
はんだバンプ１４０と、アンダーフィル樹脂１２０と、バンプ１３０とを有する。半導体
パッケージ５Ｃにおいて、配線基板１Ｆの絶縁層４５０側が半導体チップ１００が搭載さ
れるチップ搭載面となり、配線基板１Ｆのソルダーレジスト層５０側が外部接続端子が形
成される外部接続端子面となる。
【０１２２】
　はんだバンプ１４０は、半導体チップ１００の電極パッド（図示せず）と、配線基板１
Ｆの配線層４６０を構成するパッドとを電気的に接続している。なお、半導体チップ１０
０は銅ピラーを有していてもよい。はんだバンプ１４０の材料としては、例えばＰｂを含
む合金、ＳｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いること
ができる。
【０１２３】
　アンダーフィル樹脂１２０は、半導体チップ１００と配線基板１Ｆ（絶縁層４５０）と
の間に充填されている。バンプ１３０は、ソルダーレジスト層５０の開口部５０ｘの底部
に露出する配線層４０の表面に形成された外部接続端子である。
【０１２４】
　このように、第３の実施の形態に係る配線基板１Ｆに半導体チップ１００を搭載するこ
とにより、半導体パッケージ５Ｃを実現できる。
【０１２５】
　〈第４の実施の形態〉
　第４の実施の形態では、配線層及び絶縁層が１層の配線基板の例を示す。なお、第４の
実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場
合がある。
【０１２６】
　［第４の実施の形態に係る配線基板の構造］
　まず、第４の実施の形態に係る配線基板の構造について説明する。図１９は、第４の実
施の形態に係る配線基板を例示する断面図であり、図１９（ａ）は全体図、図１９（ｂ）
は図１９（ａ）のＡ部の部分拡大図である。図１９を参照するに、第４の実施の形態に係
る配線基板１Ｇは、配線層４０並びにソルダーレジスト層５０及び６０を有していない点
が、配線基板１（図１参照）と相違する。
【０１２７】
　配線基板１Ｇは、１層の配線層１０と、１層の絶縁層２０とにより構成されている。配
線層１０は、配線基板１と同様に、半導体チップとの接続端子となる複数のパッド１０ａ
と、パッド１０ａと接続された配線パターン１０ｂとを含んでいる（図１（ｂ）参照）。
【０１２８】
　絶縁層２０には、配線基板１と同様に、配線層１０の上面を露出する開口部２０ｘが形
成されている。開口部２０ｘは、例えば、配線層１０側の径より開口側の径が大きい逆円
錐台形状に形成される。但し、配線基板１とは異なり、開口部２０ｘの第１絶縁膜２１に
形成された部分に、開口部２０ｘの内壁を第１絶縁膜２１側に後退させる環状の凹部２０
ｙが形成されている。凹部２０ｙの幅Ｗ１は、例えば、１～５μｍ程度とすることができ
る。
【０１２９】
　開口部２０ｘ内に露出する配線層１０は外部接続用のパッドとなる。外部接続用のパッ
ドは、例えば、他の配線基板や半導体パッケージ、半導体チップ等と電気的に接続される
。必要に応じ、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面に、はんだバンプ等の外部接
続端子を設けてもよい。
【０１３０】
　開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面に、はんだバンプを設けた場合、はんだバ
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ンプが凹部２０ｙ内にも入り込むため、はんだバンプの脱落を防止できる（後述の図２８
（ｂ）参照）。又、凹部２０ｙを形成したことにより、開口部２０ｘ内に露出する配線層
１０の上面の面積が増加するため、配線層１０の上面とはんだバンプとの接触面積が拡大
し、両者間の接続信頼性を向上できる。
【０１３１】
　なお、配線基板１と同様に、必要に応じ、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面
、配線層１０のパッド１０ａの下面に金属層の形成やＯＳＰ処理を行ってもよい。
【０１３２】
　［第４の実施の形態に係る配線基板の製造方法］
　次に、第４の実施の形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図２０～図２２
は、第４の実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。本実施の形態では
、支持体上に複数の配線基板となる部分を作製し支持体を除去後個片化して各配線基板と
する工程の例を示すが、支持体上に１個ずつ配線基板を作製し支持体を除去する工程とし
てもよい。
【０１３３】
　まず、図２０（ａ）に示す工程では、上面が平坦面である支持体９００を準備する。支
持体９００としては、例えば、プリプレグ９１０上にキャリア付き金属箔９２０が積層さ
れたものを用いることができる。支持体９００の厚さは、例えば１８～１００μｍ程度と
することができる。
【０１３４】
　プリプレグ９１０は、例えば、ガラス繊維やアラミド繊維等の織布や不織布（図示せず
）にエポキシ系樹脂等の絶縁樹脂を含侵させたものである。キャリア付き金属箔９２０は
、銅からなる厚さ１０～５０μｍ程度の厚箔（キャリア箔）９２２上に、剥離層（図示せ
ず）を介して、銅からなる厚さ１．５～５μｍ程度の薄箔９２１が剥離可能な状態で貼着
されたものである。厚箔９２２は、薄箔９２１の取り扱いを容易にするための支持材とし
て設けられている。厚箔９２２の下面は、プリプレグ９１０の上面に接着されている。
【０１３５】
　次に、図２０（ｂ）に示す工程では、支持体９００を構成する薄箔９２１の上面に、例
えば、キャリア付き金属箔９２０をめっき給電層に利用する電解めっき法等により、バリ
ア層９３０を形成する。バリア層９３０は、後工程で薄箔９２１をエッチングで除去する
際のエッチングストップ層となるものである。バリア層９３０の材料としては、銅からな
る薄箔９２１のエッチング液で除去されない金属、例えば、ニッケル（Ｎｉ）等を用いる
ことができる。バリア層９３０の厚さは、例えば、数μｍ程度とすることができる。
【０１３６】
　次に、図２０（ｃ）及び図２０（ｄ）に示す工程では、バリア層９３０の上面に配線層
１０を選択的に形成する。まず、図２０（ｃ）に示す工程では、バリア層９３０の上面に
、配線層１０を形成する部分に開口部９４０ｘを備えたレジスト層９４０を形成する。具
体的には、例えば、バリア層９３０の上面に、レジスト層９４０として感光性樹脂からな
るドライフィルムレジストをラミネートする。そして、ドライフィルムレジストを露光及
び現像によりパターニングし、配線層１０を形成する部分にバリア層９３０の上面を露出
する開口部９４０ｘを形成する。
【０１３７】
　次に、キャリア付き金属箔９２０及びバリア層９３０をめっき給電層に利用する電解め
っき法により、レジスト層９４０の開口部９４０ｘ内に露出するバリア層９３０の上面に
配線層１０を形成する。配線層１０は、一方の面がバリア層９３０の上面に接し、他方の
面が開口部９４０ｘ内に露出する。配線層１０の材料や厚さは、前述の通りである。
【０１３８】
　次に、図２０（ｄ）に示す工程では、図２０（ｃ）に示すレジスト層９４０を剥離する
。レジスト層９４０は、例えば、水酸化ナトリウム等を含有する剥離液を用いて剥離でき
る。これにより、バリア層９３０の上面に、配線層１０が選択的に形成される。
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【０１３９】
　次に、図２１（ａ）に示す工程では、図２（ｂ）に示す工程と同様にして、バリア層９
３０の上面に配線層１０を被覆するＢステージ状態（半硬化状態）の第１絶縁膜２１を形
成する。第１絶縁膜２１は、絶縁性樹脂のみから構成されている。この工程では、第１絶
縁膜２１の硬化は行わない。
【０１４０】
　次に、図２１（ｂ）に示す工程では、図２（ｃ）に示す工程と同様にして、第１絶縁膜
２１の上面に、Ｂステージ状態（半硬化状態）の第２絶縁膜２２を積層する。第２絶縁膜
２２は補強部材３０に絶縁性樹脂を含浸させた構造の所謂プリプレグである。補強部材３
０の材料は、前述の通りである。第１絶縁膜２１の上面に第２絶縁膜２２を積層後、第１
絶縁膜２１及び第２絶縁膜２２を所定温度に加熱して硬化させ、絶縁層２０を作製する。
必要に応じて、加圧しながら加熱してもよい。
【０１４１】
　次に、図２１（ｃ）に示す工程では、図２（ｄ）に示す工程と同様にして、絶縁層２０
に、レーザ加工法により絶縁層２０（第２絶縁膜２２及び第１絶縁膜２１）を貫通し配線
層１０の上面を露出させる開口部２０ｘを形成する。開口部２０ｘは、例えば、配線層１
０側の径より開口側の径が大きい逆円錐台形状に形成される。
【０１４２】
　次に、図２１（ｄ）に示す工程では、デスミア処理を行い、開口部２０ｘの底部に露出
する配線層１０の上面に付着した絶縁層２０の樹脂残渣を除去する。補強部材を有してい
ない第１絶縁膜２１は、補強部材３０を有している第２絶縁膜２２よりもエッチングされ
やすい。そのため、デスミア処理の条件を調整することで、開口部２０ｘの第１絶縁膜２
１に形成された部分に、開口部２０ｘの内壁を第１絶縁膜２１側に後退させる環状の凹部
２０ｙを形成することができる。つまり、開口部２０ｘの内壁面に段差を形成することが
できる。ここで、図２１（ｄ）は、１つの開口部２０ｘの近傍の拡大断面図である。
【０１４３】
　なお、デスミア処理は必要に応じて行えばよい。デスミア処理を行わない場合であって
、凹部２０ｙを形成したい場合には、図２１（ｃ）に示す工程で、レーザの照射条件を調
整することで、レーザ加工のみにより凹部２０ｙを形成できる。又、レーザ加工により凹
部２０ｙを形成し、その後デスミア処理を行って、凹部２０ｙを拡幅することも可能であ
る。又、第１絶縁膜２１を構成する樹脂として、第２絶縁膜２２を構成する樹脂よりもエ
ッチングされやすい樹脂を選択し、凹部２０ｙを形成し易くすることも可能である。
【０１４４】
　もちろん、レーザの照射条件を調整すること、及びデスミア処理の条件を調整すること
で、第１～第３の実施の形態で示したように、開口部２０ｘの内壁に凹部２０ｙを形成し
ないようにすることも可能である。
【０１４５】
　次に、図２２（ａ）に示す工程では、図２１（ｄ）に示す構造体から支持体９００の一
部を除去する。具体的には、支持体９００に機械的な力を加え、キャリア付き金属箔９２
０の薄箔９２１と厚箔９２２との界面を剥離する。前述のように、キャリア付き金属箔９
２０は、薄箔９２１上に剥離層（図示せず）を介して厚箔９２２が貼着された構造を有す
るため、厚箔９２２は、剥離層（図示せず）とともに薄箔９２１から容易に剥離する。
【０１４６】
　これにより、薄箔９２１のみがバリア層９３０側に残り、支持体９００を構成する他の
部材（プリプレグ９１０及び厚箔９２２）が除去される。但し、剥離層とともに薄箔９２
１から厚箔９２２が剥離する場合の他に、剥離層内で凝集破壊が起こり、薄箔９２１から
厚箔９２２が剥離する場合もある。又、剥離層から厚箔９２２が剥離することで、薄箔９
２１から厚箔９２２を剥離する場合もある。
【０１４７】
　次に、図２２（ｂ）に示す工程では、エッチングにより銅からなる薄箔９２１（図２２
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（ａ）参照）を除去する。銅からなる薄箔９２１は、例えば、過酸化水素／硫酸系水溶液
や、過硫酸ナトリウム水溶液、過硫酸アンモニウム水溶液等を用いたウェットエッチング
により除去できる。なお、バリア層９３０がニッケル（Ｎｉ）からなる場合には、銅の上
記エッチング液では除去されず、エッチングストップ層として機能するため、配線層１０
はエッチングされない。
【０１４８】
　次に、図２２（ｃ）に示す工程では、バリア層９３０（図２２（ｂ）参照）を除去する
。バリア層９３０がニッケル（Ｎｉ）からなる場合には、銅を除去せずにニッケル（Ｎｉ
）を除去するエッチング液を選択することで、配線層１０はエッチングせずにバリア層９
３０のみをエッチングすることができる。これにより、絶縁層２０の一方の面に配線層１
０の一方の面が露出する。配線層１０の一方の面は、例えば、絶縁層２０の一方の面と面
一とすることができる。
【０１４９】
　なお、必要に応じ、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面、及び配線層１０のパ
ッド１０ａの下面に、例えば無電解めっき法等により金属層を形成してもよい。金属層の
例としては、前述の通りである。又、金属層の形成に代えて、ＯＳＰ処理等の酸化防止処
理を施してもよい。
【０１５０】
　図２２（ｃ）に示す工程の後、図２２（ｃ）に示す構造体をスライサー等により切断位
置Ｃで切断して個片化することにより、複数の配線基板１Ｇ（図１９参照）が完成する。
必要に応じ、配線層１０の下面や、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面に、はん
だバンプ等の外部接続端子を設けてもよい。
【０１５１】
　又、必要に応じ、図１に示す配線基板１と同様に、配線基板１Ｇのチップ搭載面側に開
口部６０ｘを備えたソルダーレジスト層６０を形成してもよい。ソルダーレジスト層６０
は、図２２（ｃ）に示す構造体をスライサー等により切断位置Ｃで切断する前に形成して
もよいし、後に形成してもよい。
【０１５２】
　このように、配線基板１Ｇは１層の配線層及び絶縁層から構成されているため、薄型化
が可能となる。薄型化すると配線基板に反りが発生するおそれがあるが、配線基板１Ｇで
は、絶縁層２０を第１絶縁膜２１上に、補強部材３０を備えた第２絶縁膜２２を積層した
構造としているため、反りの発生を抑制できる。具体的には、前述のように、第１絶縁膜
２１と第２絶縁膜２２の何れについても、絶縁性樹脂の種類や厚さ、フィラーの種類や含
有量等を調整し、ＣＴＥ（熱膨張係数）を１５ｐｐｍ／℃以下にすることにより、配線基
板１Ｇの反りを抑制可能となる。
【０１５３】
　又、配線基板１Ｇにおいて、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面に、はんだバ
ンプを設けた場合、はんだバンプが凹部２０ｙ内にも入り込むため、はんだバンプの脱落
を防止できる。又、凹部２０ｙを形成したことにより、開口部２０ｘ内に露出する配線層
１０の上面の面積が増加するため、配線層１０の上面とはんだバンプとの接触面積が拡大
し、両者間の接続信頼性を向上できる。
【０１５４】
　〈第４の実施の形態の変形例１〉
　第４の実施の形態の変形例１では、配線基板１Ｇの製造方法の他の例を示す。なお、第
４の実施の形態の変形例１において、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説
明は省略する場合がある。
【０１５５】
　図２３は、第４の実施の形態の変形例１に係る配線基板の製造工程を例示する図である
。第４の実施の形態の変形例１では、プリプレグ９１０上にキャリア付き金属箔９２０Ａ
が積層された支持体９００Ａを用いる。キャリア付き金属箔９２０Ａは、銅からなる厚さ
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１０～５０μｍ程度の厚箔（キャリア箔）９２２上に、剥離層（図示せず）を介して、ニ
ッケルからなる厚さ１．５～５μｍ程度の薄箔９２１Ａが剥離可能な状態で貼着されたも
のである。なお、薄箔９２１Ａがエッチングストップ層となるため、支持体９００Ａにバ
リア層９３０を形成しない。
【０１５６】
　まず、図２３（ａ）に示す工程では、図２０（ａ）に示す工程と同様にして支持体９０
０Ａを作製する。そして、図２０（ｃ）～図２１（ｄ）と同様の工程を実行し、支持体９
００Ａ上に、直接、配線層１０及び絶縁層２０を積層し、絶縁層２０に開口部２０ｘ及び
凹部２０ｙを形成する。
【０１５７】
　次に、図２３（ｂ）に示す工程では、図２２（ａ）に示す工程と同様にして、図２３（
ａ）に示す構造体から支持体９００Ａを構成するプリプレグ９１０及び厚箔９２２を剥離
する。これにより、薄箔９２１Ａのみが絶縁層２０側に残り、支持体９００Ａを構成する
他の部材（プリプレグ９１０及び厚箔９２２）が除去される。
【０１５８】
　次に、図２３（ｃ）に示す工程では、エッチングによりニッケルからなる薄箔９２１Ａ
（図２３（ｂ）参照）を除去する。銅を除去せずにニッケル（Ｎｉ）を除去するエッチン
グ液を選択することで、配線層１０はエッチングせずに薄箔９２１Ａのみをエッチングす
ることができる。これにより、絶縁層２０の一方の面に配線層１０の一方の面が露出する
。配線層１０の一方の面は、例えば、絶縁層２０の一方の面と面一とすることができる。
【０１５９】
　図２３（ｃ）に示す工程の後、図２３（ｃ）に示す構造体をスライサー等により切断位
置Ｃで切断して個片化することにより、複数の配線基板１Ｇ（図１９参照）が完成する。
【０１６０】
　必要に応じ、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面、及び配線層１０のパッド１
０ａの下面に、例えば無電解めっき法等により金属層を形成してもよい。金属層の例とし
ては、前述の通りである。又、金属層の形成に代えて、ＯＳＰ処理等の酸化防止処理を施
してもよい。又、必要に応じ、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面や配線層１０
のパッド１０ａの下面に、はんだバンプ等の外部接続端子を設けてもよい。又、必要に応
じ、図１に示す配線基板１と同様に、配線基板１Ｇのチップ搭載面側（配線層１０のパッ
ド１０ａの下面側）に開口部６０ｘを備えたソルダーレジスト層６０を形成してもよい。
【０１６１】
　〈第４の実施の形態の変形例２〉
　第４の実施の形態の変形例２では、配線層１０の一方の面と絶縁層２０の一方の面との
位置関係が第４の実施の形態とは異なる例を示す。なお、第４の実施の形態の変形例２に
おいて、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場合がある。
【０１６２】
　図２４は、第４の実施の形態の変形例２に係る配線基板を例示する断面図であり、図１
９に対応する断面を示している。
【０１６３】
　図２４を参照するに、配線基板１Ｈは、絶縁層２０の一方の面に厚さ方向に窪む凹部２
０ｚが形成され、配線層１０の一方の面が凹部２０ｚ内において絶縁層２０の一方の面よ
りも窪んだ位置に露出している点が、配線基板１Ｇ（図１９参照）と相違する。配線基板
１Ｈは、例えば、以下に示す工程により製造できる。
【０１６４】
　図２５は、第４の実施の形態の変形例２に係る配線基板の製造工程を例示する図である
。第４の実施の形態の変形例２では、支持体９００上にバリア層９３０を形成しない。
【０１６５】
　まず、図２５（ａ）に示す工程では、図２０（ａ）に示す工程の後、図２０（ｃ）～図
２１（ｄ）と同様の工程を実行し、支持体９００上に、直接、配線層１０及び絶縁層２０
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を積層し、絶縁層２０に開口部２０ｘ及び凹部２０ｙを形成する。なお、図２０（ｂ）に
示す工程は実行しない（バリア層９３０を形成しない）。
【０１６６】
　次に、図２５（ｂ）に示す工程では、図２２（ａ）に示す工程と同様にして、図２５（
ａ）に示す構造体から支持体９００を構成するプリプレグ９１０及び厚箔９２２を剥離す
る。これにより、薄箔９２１のみが絶縁層２０側に残り、支持体９００を構成する他の部
材（プリプレグ９１０及び厚箔９２２）が除去される。
【０１６７】
　次に、図２５（ｃ）に示す工程では、エッチングにより銅からなる薄箔９２１（図２５
（ｂ）参照）を除去する。本実施の形態では、エッチングストップ層となるバリア層９３
０が存在しないため、銅からなる配線層１０の一方の面側もエッチングされ、絶縁層２０
の一方の面に凹部２０ｚが形成される。そして、配線層１０の一方の面が凹部２０ｚ内に
おいて絶縁層２０の一方の面よりも窪んだ位置に露出する。
【０１６８】
　図２５（ｃ）に示す工程の後、図２５（ｃ）に示す構造体をスライサー等により切断位
置Ｃで切断して個片化することにより、複数の配線基板１Ｈ（図２４参照）が完成する。
【０１６９】
　必要に応じ、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面、及び凹部２０ｚ内に露出す
る配線層１０のパッド１０ａの下面に、例えば無電解めっき法等により金属層を形成して
もよい。金属層の例としては、前述の通りである。又、金属層の形成に代えて、ＯＳＰ処
理等の酸化防止処理を施してもよい。又、必要に応じ、開口部２０ｘ内に露出する配線層
１０の上面や凹部２０ｚ内に露出する配線層１０のパッド１０ａの下面に、はんだバンプ
等の外部接続端子を設けてもよい。又、必要に応じ、図１に示す配線基板１と同様に、配
線基板１Ｈのチップ搭載面側（配線層１０のパッド１０ａの下面側）に開口部６０ｘを備
えたソルダーレジスト層６０を形成してもよい。
【０１７０】
　〈第４の実施の形態の変形例３〉
　第４の実施の形態の変形例３では、絶縁層２０の他方の面に支持体（キャリア）を設け
た例を示す。なお、第４の実施の形態の変形例３において、既に説明した実施の形態と同
一構成部についての説明は省略する場合がある。
【０１７１】
　図２６は、第４の実施の形態の変形例３に係る配線基板を例示する断面図であり、図１
９に対応する断面を示している。
【０１７２】
　図２６を参照するに、配線基板１Ｉは、絶縁層２０の他方の面に粘着層９１を介して支
持体９５が設けられている点が、配線基板１Ｇ（図１９参照）と相違する。配線基板１Ｉ
は、例えば、以下に示す工程により製造できる。
【０１７３】
　図２７は、第４の実施の形態の変形例３に係る配線基板の製造工程を例示する図である
。
【０１７４】
　まず、図２７（ａ）に示す工程では、図２０（ａ）～図２１（ｄ）と同様の工程を実行
して図２１（ｄ）の構造体を作製する。そして、図２１（ｄ）の構造体の絶縁層２０の他
方の面に粘着層９１を介して支持体９５を設ける。粘着層９１としては、例えば、アクリ
ル系、シリコーン系、エポキシ系等の樹脂を用いることができる。支持体９５としては、
例えば、金属箔（例えば、銅箔）、樹脂フィルム（例えば、ポリイミドフィルム）、樹脂
基板（例えば、ガラスエポキシ基板）等を用いることができる。
【０１７５】
　なお、後述のように、粘着層９１及び支持体９５を備えた配線基板１Ｉに半導体チップ
を実装する場合があるため、粘着層９１及び支持体９５は、リフロー等の実装工程におけ
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る加熱に耐える耐熱性を有している必要がある。
【０１７６】
　次に、図２７（ｂ）に示す工程では、図２２（ａ）に示す工程と同様にして、図２７（
ａ）に示す構造体から支持体９００を構成するプリプレグ９１０及び厚箔９２２を剥離す
る。これにより、薄箔９２１のみがバリア層９３０側に残り、支持体９００を構成する他
の部材（プリプレグ９１０及び厚箔９２２）が除去される。
【０１７７】
　次に、図２７（ｃ）に示す工程では、図２２（ｂ）に示す工程と同様にして、エッチン
グにより銅からなる薄箔９２１（図２７（ｂ）参照）を除去する。次に、図２７（ｄ）に
示す工程では、図２２（ｃ）に示す工程と同様にして、バリア層９３０（図２７（ｃ）参
照）を除去する。これにより、絶縁層２０の一方の面に配線層１０の一方の面が露出する
。配線層１０の一方の面は、例えば、絶縁層２０の一方の面と面一とすることができる。
【０１７８】
　図２７（ｄ）に示す工程の後、図２７（ｄ）に示す構造体をスライサー等により切断位
置Ｃで切断して個片化することにより、複数の配線基板１Ｉ（図２６参照）が完成する。
【０１７９】
　必要に応じ、図２１（ｄ）の構造体に支持体９５を設けて図２７（ａ）の構造体とする
前に、図２１（ｄ）の構造体の開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の上面に、例えば無
電解めっき法等により金属層を形成してもよい。金属層の例としては、前述の通りである
。又、金属層の形成に代えて、ＯＳＰ処理等の酸化防止処理を施してもよい。
【０１８０】
　又、必要に応じ、図２７（ｄ）に示す工程よりも後に、配線層１０のパッド１０ａの下
面に、例えば無電解めっき法等により金属層を形成してもよい。金属層の例としては、前
述の通りである。又、金属層の形成に代えて、ＯＳＰ処理等の酸化防止処理を施してもよ
い。
【０１８１】
　又、必要に応じ、図２７（ｄ）に示す工程よりも後に、図１に示す配線基板１と同様に
、配線基板１Ｉのチップ搭載面側（配線層１０のパッド１０ａの下面側）に開口部６０ｘ
を備えたソルダーレジスト層６０を形成してもよい。
【０１８２】
　又、図２７（ｃ）に示す構造体、すなわち、バリア層９３０が設けられた状態の支持体
９５付き配線基板を製品出荷形態としてもよい。又、図２７（ｃ）に示す構造体又は図２
７（ｄ）に示す構造体は、個片化前の状態を製品出荷形態としてもよいし、個片化後の状
態を製品出荷形態としてもよい。
【０１８３】
　配線基板１Ｉは、絶縁層２０の他方の面に支持体９５が設けられているため、配線基板
１Ｉ全体の剛性を高めることができる。そのため、例えば、後述の図２９に示すように、
配線基板１Ｉの出荷後に半導体チップを実装する際の取り扱いが容易となる。
【０１８４】
　なお、図２４に示す配線基板１Ｈに支持体９５を設けてもよい。又、配線基板１Ｈの製
造途中の構造体を用い、図２７の工程を行ってもよい。
【０１８５】
　〈配線基板の応用例４〉
　配線基板の応用例４では、第４の実施の形態に係る配線基板に半導体チップが搭載（フ
リップチップ実装）された半導体パッケージの例を示す。なお、配線基板の応用例４にお
いて、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場合がある。
【０１８６】
　図２８は、応用例４に係る半導体パッケージを例示する断面図であり、図２８（ａ）は
全体図、図２８（ｂ）は図２８（ａ）のＢ部の部分拡大図である。図２８を参照するに、
半導体パッケージ５Ｄは、図１９に示す配線基板１Ｇと、半導体チップ１００と、バンプ
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１１０と、アンダーフィル樹脂１２０と、バンプ１３０と、封止樹脂１５０とを有する。
【０１８７】
　封止樹脂１５０は、半導体チップ１００とアンダーフィル樹脂１２０を被覆するように
配線基板１Ｇ上に形成されている。但し、封止樹脂１５０の上面に半導体チップ１００の
上面（背面）を露出させてもよい。封止樹脂１５０としては、例えば、フィラーを含有し
た熱硬化性のエポキシ系樹脂等の絶縁樹脂（所謂モールド樹脂）を用いることができる。
【０１８８】
　但し、アンダーフィル樹脂１２０は、必要に応じて設ければよい。又、封止樹脂１５０
は設けずに、アンダーフィル樹脂１２０のみを設けてもよい。
【０１８９】
　バンプ１３０は、開口部２０ｘに露出する配線層１０の一方の面に形成された外部接続
端子である。前述のように、バンプ１３０は、例えば、はんだバンプである。配線基板１
Ｇでは、開口部２０ｘの第１絶縁膜２１に形成された部分に、開口部２０ｘの内壁を第１
絶縁膜２１側に後退させる環状の凹部２０ｙが形成されているため、バンプ１３０の一部
が凹部２０ｙ内にも入り込む。そのため、はんだバンプ１３０の脱落を防止できる。又、
凹部２０ｙを形成したことにより、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０の一方の面の面
積が増加するため、配線層１０の一方の面とバンプ１３０との接触面積が拡大し、両者間
の接続信頼性を向上できる。
【０１９０】
　半導体パッケージ５Ｄを作製するには、例えば、配線基板１Ｇのチップ搭載面に、ペー
スト状のバンプ１１０を介して半導体チップ１００をフェースダウンで搭載する。そして
、リフロー等により、バンプ１１０を溶融後凝固させ、半導体チップ１００の電極パッド
（図示せず）と、配線基板１Ｇのパッド１０ａとを電気的に接続する。
【０１９１】
　その後、半導体チップ１００と配線基板１Ｇ（絶縁層２０）との間に必要に応じてアン
ダーフィル樹脂１２０を充填後、半導体チップ１００とアンダーフィル樹脂１２０を被覆
するように配線基板１Ｇ上に封止樹脂１５０を形成する。封止樹脂１５０は、例えば、封
止金型を用いたトランスファーモールド法等により形成することができる。
【０１９２】
　なお、半導体パッケージ５Ｄにおいて、配線基板１Ｇに代えて配線基板１Ｈ又は１Ｉを
用いてもよい。配線基板１Ｉを用いる場合には、図２９（ａ）に示すように、図２７（ｄ
）の工程を経た配線基板１Ｉを個片化せずに、配線基板１Ｉとなる各領域のチップ搭載面
に、ペースト状のバンプ１１０を介して半導体チップ１００をフェースダウンで搭載する
。
【０１９３】
　そして、リフロー等により、バンプ１１０を溶融後凝固させ、半導体チップ１００の電
極パッド（図示せず）と、配線基板１Ｉとなる各領域のパッド１０ａとを電気的に接続す
る。そして、半導体チップ１００と絶縁層２０との間に必要に応じてアンダーフィル樹脂
１２０を充填する。更に、半導体チップ１００とアンダーフィル樹脂１２０を被覆するよ
うに配線基板１Ｉとなる各領域上にトランスファーモールド法等により封止樹脂１５０を
形成する。なお、図２７と図２９とは、配線基板の上下が反転した状態で描かれている。
【０１９４】
　次に、図２９（ｂ）に示すように、図２９（ａ）に示す支持体９５に機械的な力を加え
、粘着層９１及び支持体９５を絶縁層２０から剥離する。そして、図２９（ｃ）に示すよ
うに、開口部２０ｘ内に露出する配線層１０上に、はんだバンプ等のバンプ１３０を形成
する。
【０１９５】
　図２９（ｃ）に示す工程の後、図２９（ｃ）に示す構造体をスライサー等により切断位
置Ｃで切断して個片化することにより、複数の半導体パッケージ５Ｄ（図２８参照）が完
成する。
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【０１９６】
　このように、配線基板１Ｇ～１Ｉに半導体チップ１００を搭載することにより、半導体
パッケージ５Ｄを実現できる。図２９に示す製造方法では、封止樹脂１５０を形成後に支
持体９５を除去するため、配線基板の剛性が低い場合でも配線基板の変形を防止できる。
【０１９７】
　以上、好ましい実施の形態等について詳説したが、上述した実施の形態等に制限される
ことはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態
等に種々の変形及び置換を加えることができる。
【０１９８】
　例えば、上記の実施の形態等では、第１絶縁膜２１の下面と配線層１０の下面（露出面
）とが面一である例や、配線層１０の下面が第１絶縁膜２１の下面よりも窪んだ位置にあ
る例を示した。しかし、配線層１０の下面は第１絶縁膜２１の下面よりも突出した位置に
あってもよい。
【０１９９】
　又、第１～第３の実施の形態において、支持体３００として、銅以外に、ニッケル、ク
ロム、鉄等、銅からなる配線層１０とは異なるエッチング液で除去可能な金属箔や金属板
を用いてもよい。この場合、配線層１０の下面が第１絶縁膜２１の下面と面一となる。
【０２００】
　又、第１～第３の実施の形態において、配線層１０と同じ金属からなる支持体３００の
上面に、配線層１０と異なる金属からなるエッチングバリア層を設けてもよい。例えば、
配線層１０及び支持体３００が共に銅である場合、支持体３００の上面全面に、電解めっ
き法等により、ニッケル、クロム、鉄等からなるエッチングバリア層を形成する。その後
、エッチングバリア層上に配線層１０、絶縁層２０等を順次積層する。そして、支持体３
００をエッチングで除去し、次いで、エッチングバリア層を（配線層１０をエッチングし
ないエッチング液を用いて）エッチングで除去し、配線基板が完成する。この場合も、配
線層１０の下面が第１絶縁膜２１の下面と面一となる。
【符号の説明】
【０２０１】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、１Ｅ、１Ｆ、１Ｇ、１Ｈ、１Ｉ　配線基板
　５、５Ａ、５Ｂ、５Ｃ、５Ｄ　半導体パッケージ
　１０、４０、８０、４２０、４４０、４６０　配線層
　１０ａ　パッド
　１０ｂ　配線パターン
　２０、２０Ａ、７０、４１０、４３０、４５０　絶縁層
　２０ｘ、５０ｘ、６０ｘ　開口部
　２０ｙ　凹部
　２１　第１絶縁膜
　２２　第２絶縁膜
　２３　第３絶縁膜
　３０　補強部材
　５０、６０　ソルダーレジスト層
　７０ｘ、４１０ｘ、４３０ｘ、４５０ｘ　ビアホール
　９１　粘着層
　９５、３００、９００　支持体
　１００、２１０、２５０　半導体チップ
　１１０、１３０、２２０、２６０、２８０　バンプ
　１２０　アンダーフィル樹脂
　１４０　はんだバンプ
　１５０、２４０　封止樹脂
　２３０　はんだボール
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　２３１　銅コアボール
　２３２　はんだ
　２７０　チップコンデンサ
　９１０　プリプレグ
　９２０、９２０Ａ　キャリア付き金属箔
　９２１、９２１Ａ　薄箔
　９２２　厚箔
　９３０　バリア層
　９４０　レジスト層

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】
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